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健康だより    健康推進課（市立病院敷地内・くすのきセンター２階）
☎24-0816、FAX24-5870

喫煙習慣は、「ニコチン依存」「心理的依存」の2
つの原因によるものです。「やめたい」と思った今
が良いきっかけです。まずはお気軽に問い合わせく
ださい。
日時　3月11日㈬　
　9：00〜、10：00〜、　11：00〜
場所　くすのきセンター２階
定員　３人（各時間１人、予約制）
内容
▶自分に合った禁煙方法についてのアドバイス
▶たばこへの依存度が分かる検査…肺の汚れ度
チェック（呼気中の一酸化炭素の濃度測定）、たばこ
の依存度チェック（尿中ニコチン濃度検査）

らくらく禁煙相談

健康だより     健康推進課（市立病院敷地内・くすのきセンター２階）
☎24-0816、FAX24-5870

　子育て・離乳食に関する相談に保健師、栄養士が応じ
ます。
日時　3月10日㈫・同23日㈪
　　　9：30〜 11：00
場所　くすのきセンター1階
持ち物　母子健康手帳
※栄養士に相談できる日は、3月23日㈪です。

乳幼児個別相談

3 月の乳幼児健康診査

　健康診査を受ける時期は、子どもの「発達の節目」
といわれる重要な時期です。身体的にも、精神的にも
健やかに成長していることを確認するとともに、子育
ての悩みを解消し、育児を振り返る機会としてご利用
ください。

場所　くすのきセンター 1階
受付時間　12：45〜 14：00

●対象児の生年月日をご確認のうえ、お越しください。
●該当月に来られない場合は、ご連絡ください。

※個人通知はありませんので「すくすく手帳」で内容・
持ち物をご確認ください。
※幼児健診（1歳 6 か月、2 歳 6 か月、3 歳 6 か月）は、
仕上げみがき用歯ブラシをお持ちください。
※２歳６か月児健診は、問診票に「ささやき声検査」
の結果をご記入ください。
※３歳６か月児健診では、検尿があります。朝一番の
尿を、きれいに洗ったビンなどに入れてお持ちくだ
さい。
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彦根市に「暴風警報」または「暴風雪警報」が10：
30時点で発令された場合、乳幼児健康診査は中止に
なります。「特別警報」の場合、発令時刻や特別警報
の種類に関わらず中止となります。

市では、滋賀県の風しん抗体検査を受けた人に、「風しんワクチン」または「麻しん風しん混合ワクチン」の接種費
用の助成を行っています。

風しん予防接種費用助成（申請は 3 月 31 日㈫まで）

対象（次の全てを満たす人）
①　県が実施する風しん抗体検査を受けた人
②　①の検査を受け、風しんに対する免疫が不十分との
判断により、担当医から風しんワクチンの接種を推
奨され接種した人

助成額・回数　予防接種に要した費用の 2分の 1（5,000
円を上限。生活保護世帯に属する人は接種費用の 1万円を上限
として全額を助成）。助成回数は 1人 1回まで
助成対象期間　平成31年3月1日〜令和2年3月31
日までに県の風しん抗体検査を受け、平成 31年 4月
1日〜令和 2年 3月 31日までに予防接種を完了し
ていること
申請期限　3月 31日㈫（郵送の場合は必着）
※窓口での受付は 3月 31日㈫ 17：15まで
※申請書類など、詳しくは 健康推進課までお問い合わ
せください。妊娠している人は予防接種を受けること
ができません。女性が接種した場合は、接種後２か月
間は避妊をしましょう。

滋賀県風しん抗体検査（費用は無料）

対象　①妊娠を希望する女性②妊娠を希
望する女性の配偶者などの同居の人③
風しん抗体価が低い妊婦の配偶者など
の同居の人
※過去に風しん抗体検査を受けたことが
ある人、明らかに風しんの予防接種歴
がある人、もしくは風しんにかかった
ことがある人は除きます。
検査場所　協力医療機関（県ホームページで
ご確認ください）

検査期限　3 月 31日㈫
問い合わせ先
　 薬務感染症対策課☎ 077-528-3632

▶定期予防接種　Hib（ヒブ）感染症、小児の肺炎球菌感染症、B
型肝炎、４種混合、BCG、麻しん風しん混合、水痘（みずぼ
うそう）、日本脳炎、２種混合

▶接種費用　無料（対象年齢内に接種できなかった場合は有料）
▶接種方法　対象年齢を確認し、予防接種の説明書をよく読ん
でから、指定医療機関に予約してください。　

※指定医療機関は、個人に通知している案内や彦根市ホーム
ページなどでご確認ください。

▶市外の医療機関（県内）で接種を希望する場合
　「滋賀県予防接種広域化事業」により、市外（県内）で予防
接種を受ける場合は、事前に 健康推進課で申請が必要です（申
請がないと接種できません）。

※日本脳炎予防接種特例対象者（費用は無料）
①平成 19年４月１日生まれの人までは、20歳未満であれば
不足回数分を接種することができます。

②平成 19年４月２日〜同 21年 10月１日生まれの人は、２
期の接種期間の９歳以上 13歳未満に、１期（３回）の不足回
数分と２期（１回）を接種することができます。

※日本脳炎は全部で４回接種が必要です。接種履歴を確認し、
重複接種がないようにご注意ください。

３月１日㈰〜同７日㈯　子ども予防接種週間〜受け忘れはありませんか？〜

次の予防接種は 3 月 31 日㈫ まで
に接種してください

▶麻しん風しん混合（MR）第２期
対象　平成 25 年 4 月 2 日〜同 26 年 4
月 1日生まれの人（小学校就学１年前の
幼児）
▶２種混合（ジフテリア、破傷風）第２期
対象　平成 19 年 4 月 2 日〜同 20 年 4
月 1日生まれの人（小学 6年生…接種対
象年齢は11歳以上13歳未満ですが、できる
だけ小学6年生中に接種してください）

※実施期間は医療機関によって異なりま
す。

※予診票などは対象者に送付済みです。
予診票は医療機関に設置していませ
ん。予診票を紛失した人や転入してき
た人は、 健康推進課にご連絡くださ
い。

　予防接種は、病気に対する抵抗力をつけたり、発病を予防したりするために大切なものです。予防接種で防ぐこと
ができる病気から子どもを守りましょう。母子健康手帳などで接種の記録を確認し、受けられていない予防接種があ
る場合は、早めに受けてください。

広報ひこねへの広告を募集しています
掲載料　　1枠　3万円（1号あたり）
大きさ　　縦　45.5mm　横　86mm
申込締切　原則、発行日の 1か月前
※ホームページのバナー広告も募集中です。詳し
くはお問い合わせください。

申込・問い合わせ先
　 広報課☎ 30-6103、FAX 22-1398


